
別紙１

留萌管内道立学校電力需給契約仕様書

留萌管内道立学校電力需給については契約書の定めによるほか、この仕様書の定めによる。

（概要）

１ 納入場所

別記１「留萌管内道立学校電力需給施設一覧」のとおり。

２ 業種及び用途

道立学校

（仕様）

３ 供給電気方式等

別記２「留萌管内道立学校供給電気方式等一覧」のとおり。

４ 需給地点

別記１「留萌管内道立学校電力需給施設一覧」のとおり。

５ 電力量等の計量地点

別記１「留萌管内道立学校電力需給施設一覧」のとおり。

６ 電気工作物の財産分界点

需給地点に同じ。

ただし、計量地点に電力供給者が設置した計量装置等は電力供給者の所有又は管理責任物とする。

７ 保安上責任分界点

需給地点に同じ。

（予定契約電力等）

８ 予定契約電力及び予定使用電力量

別記３「留萌管内道立学校予定契約電力及び予定使用電力量一覧」のとおり。

９ 過去の最大需要電力、力率及び使用電力量の実績値

別記４「留萌管内道立学校最大需要電力、力率及び使用電力量実績一覧」のとおり。

10 力率

85%以上で100％を目処に運用している。

（契約（使用）期間）

11 契約（使用）期間

令和６年(2024年)７月１日から令和７年(2025年)６月30日まで。

（その他）

12 請求の際には、請求書のほかに、学校ごとの内訳書を添付すること。料金の算定にあたっては、学校ご

とに税込み金額で算出を行い、その総合計を請求金額とすること。

13 燃料調整費の調整

受注者は、平均燃料価格に変動が生じたときは、発注者に対し通知するものとする。

14 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金の調整

受注者は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金に変動

が生じたときは、発注者に対し事前に協議するものとする。

15 その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのない他の供給条件については、発注者と受注者

の協議の上定めるものとする。


